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お
知
ら
せ　

国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金

減
免
に
つ
い
て

　

災
害
や
失
業
な
ど
の
特
別
な
事

情
で
、
世
帯
の
生
活
が
一
時
的
に

著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
一
部
負
担
金
（
医
療
費

の
自
己
負
担
分
）
の
支
払
い
の
減

免
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
国
民
健
康
保
険
係
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

お
知
ら
せ　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
の
皆
さ
ん
へ

～
交
通
事
故
な
ど
に

遭
っ
た
と
き
～

▼
早
め
に
届
出
を

　

交
通
事
故
や
け
ん
か
な
ど
、
本

人
以
外
の
第
三
者
（
以
降
「
第
三

者
」
）
の
行
為
に
よ
っ
て
ケ
ガ
を

し
た
場
合
や
飲
食
店
で
の
食
中
毒

や
購
入
し
た
食
品
な
ど
が
原
因
の

疾
病
の
治
療
を
す
る
場
合
に
も
、

保
険
証
を
使
っ
て
治
療
し
て
い
た

だ
け
ま
す
。

　

そ
の
と
き
は
、
す
み
や
か
に
医

療
機
関
の
窓
口
へ
申
し
出
る
と
と

も
に
、
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

の
係
へ
も
届
出
を
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

届
出
が
な
い
場
合
、
医
療
機
関

か
ら
の
診
療
報
酬
明
細
書
の
確
認

を
行
い
、
そ
の
結
果
、
第
三
者
に

よ
る
負
傷
・
疾
病
の
可
能
性
が
あ

る
場
合
に
は
、
世
帯
主
の
方
に

「
負
傷
・
疾
病
原
因
届
」
の
提
出

を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に

は
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

▼
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
は
一

時
立
替
払
い

　

交
通
事
故
な
ど
で
ケ
ガ
を
し
、

そ
の
原
因
が
第
三
者
に
あ
る
場

合
、
こ
れ
ら
に
伴
う
治
療
費
は
本

来
、
第
三
者
が
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
国
保
・

後
期
高
齢
者
医
療
で
は
「
被
保
険

者
の
治
療
を
受
け
る
権
利
」
を
保

障
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
時

立
替
払
い
の
形
と
し
、
後
か
ら
第

三
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
第
三
者
か
ら
治

療
費
を
受
け
取
っ
て
い
る
場
合
は
、

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
立
替

は
で
き
ま
せ
ん
。　
　
　

▼
示
談
を
す
る
前
に

　

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
係

に
届
出
を
す
る
前
に
示
談
が
成
立

し
て
し
ま
う
と
、
国
保
・
後
期
高

齢
者
医
療
が
第
三
者
に
請
求
で
き

な
く
な
り
、
被
保
険
者
へ
不
当
利

得
返
還
請
求
を
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
示
談
を
す
る
前
に
必
ず
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
届
出
に
必
要
な
も
の
に

つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
係
、

後
期
高
齢
者
医
療
係
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得

状
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
は
、
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
所

得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
届
は
、
引
き
続
き
手
当
を

受
給
す
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か

の
審
査
を
行
う
た
め
の
も
の
で
す
。

提
出
が
無
い
場
合
は
8
月
以
降
の

手
当
が
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
受
給
資
格
の
あ
る
方
に
は
、

８
月
上
旬
ま
で
に
文
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
期
間
中
に
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
及
び
時
間

　

児
童
扶
養
手
当

　
　

8
月
1
日（
木
）～

　
　
　
　
　

8
月
30
日（
金
）

　

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
　

8
月
13
日（
火
）～

　
　
　
　
　

9
月
11
日（
水
）

　

8
時
30
分
～
17
時
15
分

　

（
た
だ
し
、
土
、
日
、
祝
日
を
除

く
。）

▼
注
意
事
項

・
児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
を
両
方
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
8
月
13
日
（
火
）
以
降

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
現
在
所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
支

給
停
止
と
な
っ
て
い
る
方
も
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
所
得
の
申
告
は
必
ず
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

・
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

出
張
所
や
郵
送
で
は
受
け
付
け

て
い
ま
せ
ん
。

ひ
と
り
親
の
ご
家
庭
へ

大
切
な
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
が
年
６
回

払
い
に
な
り
ま
す

　

「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
一
部

が
改
正
さ
れ
、
11
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
か
ら
、
支
払
回
数
を
年
３

回
（
４
月
、
８
月
、
12
月
）
か
ら

年
６
回
（
１
月
、
３
月
、
５
月
、

７
月
、
９
月
、
11
月
）
に
見
直
し

ま
す
。

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

の
方
に
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
の
う

ち
、
未
婚
の
ひ
と
り
親
の
方
に
対

し
、
臨
時
・
特
別
の
措
置
と
し
て
、

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者

　

す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
方
が

対
象
で
す
。

①
11
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
る
父
又
は
母

②
基
準
日
（
10
月
31
日
）
に
お
い

て
、
こ
れ
ま
で
に
婚
姻
（
法
律

婚
）
を
し
た
こ
と
の
な
い
方

③
基
準
日
（
10
月
31
日
）
に
お
い

て
、
事
実
婚
を
し
て
い
な
い
方
、

又
は
事
実
婚
の
相
手
方
の
生
死

が
明
ら
か
で
な
い
方

▼
支
給
額

　

１
７
，
５
０
０
円

▼
受
付
期
間
及
び
時
間

　

8
月
1
日（
木
）～

※
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
と
同
時

に
受
け
付
け
ま
す
。

　

8
時
30
分
～
17
時
15
分

　

（
た
だ
し
、
土
、
日
、
祝
日
を
除

く
。）

■
受
付
・
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２


